
健康に関する事業のお問合せ先一覧 災害時のごみの出し方について

急に病気になったときは…

○休日急患診療所○ 〜田辺市民総合センター内〜
●日曜・祝日に、急患診療を行っています。
	●診療内容		 内科・小児科・歯科の応急診療　	●電話		 0739–26–4909
	●受付時間		 午前９時～午前11時30分　午後１時～午後４時
●小児科のみ、土曜夜間の診療を行っています。	●受付時間		午後６時～午後９時30分

○子ども救急相談ダイヤル○
●携帯電話やプッシュ回線 ＃8000
●ダイヤル回線や IP 電話等をご利用の場合073–431–8000
	●時　間		 平日	午後７時～翌朝9時
	 土日祝・年末年始（12/29～ 1/3）午前9時～翌朝9時
※ご注意	 １．相談は無料ですが、通話料は利用者の負担となります。（和歌山市までの通話料）
	 	 ２．この電話相談は、助言を行うものであり、診断や治療を行うものではありません。

○子育て相談及び、成人の検診事業、健康相談窓口○
妊娠や出産、子育て、予防接種、がん検診など健康に関するご相談をお受けしています。
田辺市民総合センター内　健康増進課　電話	0739–26–4901　　　　FAX	0739–26–4911
龍 神 行 政 局 内　住民福祉課　電話	0739–78–0820　　　　FAX	0739–78–2141
中辺路行政局内　住民福祉課　電話	0739–64–0502　　　　FAX	0739–64–1752
大 塔 行 政 局 内　住民福祉課　電話	0739–48–0301（代表）　FAX	0739–49–0359
本 宮 行 政 局 内　住民福祉課　電話	0735–42–0004　　　　FAX	0735–42–0087

○救急安心センター○
24	時間年中無休です。つながらない場合	0739-22-0119（田辺市消防本部）へ。

※ご注意	 １．相談料は無料ですが、通信料は利用者の負担となります。
	 	 ２．この電話相談は、助言を行うものであり、診断や治療を行うものではありません。
	 	 ３．電話相談の結果、緊急性が高いと判断されれば 119	番へ転送されます。

電話番号	＃ 7119

迷ったら…まず相談 !! 

○全国版救急受診アプリ「Ｑ助」○
急な病気やケガの緊急度を素早く判断できるアプリを総務省消防庁が作成しました。
該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。
ダウンロードし、活用して下さい。

○災害廃棄物とは
地震等の大規模な災害が発生す

ると、家や建物の倒壊、損壊によ
り大量のがれきや家具、家電等の
ごみが発生します。このように災
害によって発生した廃棄物を「災
害廃棄物」といいます。災害時は、
災害廃棄物を持ち込むことができ
る場所（仮置場）を指定する場合があります。
原則として、災害時においても、分別区分は平常時と同じです。ごみは

種類ごとに処理先、処理方法が異なります。分別されていないごみは再分
別を行う必要があり、災害復旧の遅れにつながるため、お手数ですが、分
別のご協力をお願いします。

○発災直後のごみ収集
発災直後は、被災状況により、ごみ収集を一時的に中止する場合があり

ます。収集を再開した際は、まずは、公衆衛生の確保及び生活環境の保全
の観点から「燃えるごみ」を優先的に収集する必要があります。そのため、
資源ごみ等は一時的にご自宅での保管をお願いする場合があります。
※災害時のごみ出しについては、状況に応じて、市から市民の皆様にお知らせします。

災害廃棄物の処理を行う際は、市民の皆様に色々とご不便・ご迷惑をお
掛けすることもありますが、一刻も早い生活再建・復興のため、ご理解、
ご協力をお願いいたします。
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